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「
わ
が
国
税
制

の
現
状
と
課
題

二
十

一
世
紀

に
向
け
た
国
民

の
参
加
と

選
択
」
と
題
さ
れ
た
政
府
税
制
調
査
会

の
最
新

の

『中
期
答
申
』

(
二
〇
〇
〇

年
七
月
)
は
、
そ

の
分
量

(本
文

三
八
二
頁
)
だ
け
で
な
く
、
内
容
に
お

い
て

も
税
調

に
よ
る
初

の
税
制
白
書
と

い
っ
て
も
よ

い
答
申
と
な

っ
て

い
る
。
税
制

全
般
な
ら
び
に
主
要
税
目
に
わ
た

っ
て
、
戦
後

の
推
移
を
総
括
し
、
ま
た
現
状

分
析
を
踏
ま
え

て
二
十

一
世
紀

の
税
制
を
展
望
す

る
ー
も

っ
と
も
、
隔
中
期
」

答
申
と

い
う
性
格
上

の
制
約
も
あ

っ
て
、
問
題
点
と
方
向
性

の
み
の
提
起

で
、

具
体
性
に
は
欠
け

て

い
る
ー
ー

も

の
と
な

っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
「
中
期
答

申
」
は
、
そ

の
序
説

の
冒
頭
に
お

い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。
「
シ

ャ
ウ

プ
勧
告
か
ら
五
〇
年

が
経
過
し
、
二
十
世
紀

の
最
終
年
を
迎
え
、
わ
が
国
は
あ

ら
ゆ
る
面

で
節
目
を
迎
え
て

い
ま
す
。

二
十

一
世
紀
を
展
望
す
れ
ば
、
少
子

・

高
齢
化

の
進
展
は
ま
も
な
く
人

口
の
減
少
と

い
う
新
た
な
局
面
に
入
り
ま
す
。

ま
た
、
情
報
化
を
伴
う
国
際
化

の
進
展
と
と
も

に
企
業
活
動

が
多
様
化
し
、
金

融
取
引
の
多
様
化
、
経
済

の
ス
ト

ッ
ク
化
、

ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
な
ど

様

々
な
構
造
変
化
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
構
造
変
化
の
中
で
、
バ
ブ
ル

崩
壊
後
、
わ
が
国
経
済
は
低
迷
を
続
け
、
同
時

に
膨
大
な
財
政
赤
字

の
累
積
が

進
行
し

つ
つ
あ
り
ま
す
。

一
九

八
〇
年
代
前
半
以
降
、
世
界

の
多
く

の
国
々

・

地
域
が
深
刻
な
経
済
危
機
を
克
服
し
て
力
強

い
回
復
を
示
す
中
で
、
わ
が
国
経

済
は
貴
重
な

一
〇
年
間
足
踏
み
を
続
け
た
と

の
見
方
も
あ
り
ま
す
が
、
二
十

一

世
紀
に
向
け

て
明
る

い
展
望
を
拓
き
、

『公
正

で
活
力
あ
る
社
会
』
を
実
現
す

る
た
め
経
済
社
会

の
シ
ス
テ
ム
全
体

の
根

本
的
な
改
革

が
求

め
ら
れ

て
い
ま

す
。
税
制
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
少
子

・
高
齢
化
の
進
展

へ
の
対
応
や

経
済

の
活
性
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、
消
費
税

の
創
設
を
は
じ
め
税
制
全
般
に
わ

た
る
改
革
に
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
。
今
後

の
経
済
社
会
を
展
望
す
る
と
き
、

政
府

の
役
割
や
行
政
の
手
法
を
見
直
し
、
個
人
や
企
業

の
創
意
工
夫
を
よ
り
尊

重
す
る
た
め

の
諸
改
革
を
進
め
る
と
と
も
に
、
税
制
に

つ
い
て
は
、
所
得
課
税

を

は
じ
め
、
消
費
課
税
、
資
産
課
税
等
を
含

め
た
税
制
全
般
に

つ
い
て
根
本
的

な
見
直

し
を
行

い
、
税
制
全
体
を

二
十

一
世
紀

に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
に
改
革
し
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て

い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
」

(税
務
経
理
協
会

『税
経
通
信
』
、

二

〇
〇
〇
年
九
月
号
、
付
録
、
二
頁
。
以
下

の
引
用
も
同
じ
)
。

「
あ
ら
ゆ
る
面

で
節
目
を
迎
え
」
た
わ
が
国
経
済
社
会

の

「様

々
な
構
造
変

化
」

「膨
大
な
財
政
赤
字

の
累
積
」

「深
刻
な
経
済
危
機
」
に
対
処

し

て
、
「
税

制
全
体
を
二
十

一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し

い
も

の
に
改
革
し
て
い
く

こ
と
」
を
意
図

し
た

「
中
期
答
申
」

の
内
容
は
、

い
わ
ば
総
論

に
あ
た
る

「第

一
基
本
的
な
考

え
方
」
と
、
各
論
と
し
て
の

「第

二
個
別
税
目
の
現
状
と
課
題
」

の
二
部
か
ら

構
成

さ
れ
て

い
る
。

[
そ

の
う
ち
前
者
が
、
目
次
順

に

「
租
税

の
意
義
と
役
割
」
「
税
制
と
基
本
原

則
」
扁
近
年

の
税
制
改
革

の
流

れ
と
現
状
」

「税
制

の
検

討

の
視
点
」
一
わ
が
国

税
制

の
あ
り
方
」
、
そ
し
て
後
者
が

[個
人
所
得
課
税
」
「
法
人
課
税
」

「消
費

課
税
」
[
資
産
課
税
等
」
「
国
際

課
税
」
「
そ

の
他

の
諸

課
税
」

(こ

の
内
訳

は

「
納
税
者
番
号
制
度
」
「
電
子
商
取
引
と
税
制
」
「
環
境
問
題

へ
の
対
応
」
「
税
務

行
政
」
)
と
な

っ
て

い
る
。
み
ら
れ
る
と
お
り
、
シ

ャ
ウ
プ
税
制

に
次

ぐ
戦
後

税
制

の
大
改

正
、

い
わ
ゆ

る
税
制
抜
本
改
革

(わ
が
国

で
は

一
九

八
七
～
八

年
、
諸
外
国

で
は

一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
)
以
降

の
税
制

の
推
移
が

概
括
さ
れ
、
あ
わ
せ

て
昨
今
支
配
的
な
税

・
財
政
論
が
事
実
上
改

め
て
再
確
認

さ
れ
、
そ
の
う
え

で
現
行
税
制

の
問
題
点

(税
制
全
体
な
ら
び
に
主
な
個
別
税

目
)
と

[
二
十

一
世
紀

の
経
済
社
会

に
ふ
さ
わ
し

い
税
体
系

の
あ
り
方
」
、
そ

し

て
そ

の
た
め

の
税
制
改
革

の
課
題
と
方
向
性
が

一
通
り
提
示
さ
れ
て
い
る
。

二

 

い
わ
ゆ
る
税
制
抜
本
改
革
以
降
、
昨
今
の
税
調
答
申
に
共
通
す
る
最
大
の
特

徴

は
、
現
代

の
三
大
租
税
原
則

の

一
つ
と
さ
れ
て

い
る

「
公
平
原
則
」
、
な
ら

び
に
現
代
税

・
財
政

の
三
大
機
能

の

一
つ
と
さ
れ

て
い
る

「所
得

再
分
配
機

能
」

の
軽
視
と
自
己
否
定

の
傾
向

で
あ

ろ
う
。

こ
こ
で
あ
え
て
自

己
否
定

と

い
う

の
は
、
従
来

の
ど

の
税
調
答
申

で
も
、

「
『公
平
』

の
原
則
は
、
税
制

の
基
本
原
則

の
中

で
も
最
も
大
切
な
も

の
」

(た

と
え

ば
今
次

「
中
期
答

申
」
、

一
〇
頁
)
と

]
貫

し

て
強
調

し

て
お
き

な
が

ら
、
税
制
抜
本
改
革
以
降

の

一
連

の
答
申
と
そ
れ
に
よ
る
税
制
改
正

の
実
際
の

具
体
的
内
容
は
、
ほ
ぼ

一
貫
し
て
こ
の
原
則
に
背
反
し
、
あ

る
い
は
逆
行
す
る

も

の
と

い
つ
て
よ

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
象
徴

が
、
所
得
税
率
構
造

の
大
幅
な

フ
ラ

ッ
ト
化
、
消
費
税

の
導
入

・
税
率
引
上
げ
等

で
あ
る
。

(
こ
の
点

の
批
判

の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
拙
著

『現
代
租
税
論

の
再
検

討
』
増
補
版
、
参
照
』
)
。

ま
た

門
所
得
再
分

配
機
能
」
に

つ
い
て
も

同
様

で
あ
る
。
「
税
制
は
所
得
税

や

相
続
税

の
累
進
構
造
な
ど
を
通
じ
、
社
会
保
障
給
付
な
ど

の
歳
出
と
あ

い
ま

っ

て
、
所
得

や
資
産

の
再
分
配
を
図
る
」

(五
頁
ほ
か
)

こ
と
を

現
代
税

・
財
政

の

「基
本
的
な
機
能
」
と
強
調
し
て
お
き
な
が
ら
、
現
実
に
は
、
所
得

・
資
産

格
差

の
拡
大
傾
向

の
中

で
の
累
進
構
造
の
相
次
ぐ
緩
和

・
フ
ラ

ッ
ト
化
、
社
会

保
障
制
度

の
実
質

的
な
改
悪

と
後
退
が
ほ
ぼ

一
貫
し

て
推
進
さ
れ

て
い
る
と

い
っ
て
よ

い
か
ら

で
あ
る
。

こ
う
し
た
基
調
は
、
今
次

[
中
期
答
申
」

で
も
貫
か
れ
て
い
る
。

1

税
の
自
然
増
収
の
み
で
は
不
可
能
な
財
政
再
建

「今
後
景
気
が
回
復
す
れ
ば
中
長
期
的
に
名
目
経
済
成
長
に
応
じ
て
あ
る
程

度
の
税
収
増
を
見
込
む
こ
と
は
で
き
る
と
し
て
も
、
名
目
経
済
成
長
率
を
大
幅



に
上
回
る
税
収
の
伸
び
は
期
待
し
が
た
く
、
経
済
成
長

に
伴
う
税
収
増
の
み
で

幽

は
現
在
の
巨
額
の
歳
入

歳

出
ギ
ャ
ッ
プ
を
大
誉

改
善
さ
せ
る
こ
と
は
困
難

で
あ

る

」
。

「中期答申」 を読む(上)

 

3

2

大
幅
な
歳
出
増
加
要
因

「
歳
出
面

で
は
大
幅
な
増
加
要
因

(社
会
保
障
費
、
国
債
費
な
ど
)
を
抱
え

て
お
り
、
こ
の
ま
ま

の
財
政
構
造
を
放
置
す
れ
ば
、
現
在

の
巨
額

の
歳
入

・
歳

出
ギ

ャ
ッ
プ
が
改
善
す
る
こ
と
は
期
待

で
き
ま
せ
ん
」
。

3

財
政
構
造
改
革
の
不
可
避
性

「し
た
が

っ
て
、
二
十

一
世
紀

の
わ
が
国
経
済
社
会
を
公
正

で
活
力
あ
る
も

の
と

し

て

い
く

た

め
に
は
、
財

政
構
造

改
革

は
避

け

て
通
れ
な

い
課

題

で

す
」
。4

歳
出
削
減
と
増
税
の
必
要
性

「
そ

の
た
め
に
は
、
公
的
サ

ー
ビ

ス
の
あ
り
方

や
内
容
を
見
直
す

こ
と
に
よ

り
歳
出
を
減
ら
す
か
、
租
税
負
担

の
増
加
な
ど
に
よ
り
歳
入
を
増
や
す
か
、
あ

る

い
は
そ
の
組
合
せ
し
か
な
く
、
国
民
が
ど

の
よ
う
な
選
択
を
行

っ
て

い
く
か

に
か
か

っ
て

い
ま
す
」

(二
四
…

二
八
)
。

こ
の
よ
う

に

「
中
期
答
申
」
は
、
一
財
政
構

造
改
革
」
と
し

て
、
歳
出
面

で

の

蠕
合
理
化

・
効
率
化

・
重
点
化
」

(二
八
頁
)
を
強
調
し

つ
つ
、
歳
入

・
税

制
面
で
は

一
連

の
新
た
な
大
衆
増
税
を
示
唆

し
て
い
る
。
税
率

ア
ッ
プ
を
中
心

と
す
る
消
費
税

の
増
税
、
所
得
税

・
住
民
税

の
課
税
最
低
限
の
引
下
げ
、
法
人

事
業
税

へ
の
外
形
標
準
課
税

の
導
入

(仮

に
、
こ
れ
が
機
械
的
に

一
般
化
さ
れ

れ
ば
、
所
得

の
大
小
と
無
関
係

に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
赤
字
に
悩
む
中
小
零
細

法
人

へ
の
新
規
課
税
が
拡
大
)
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
も

つ
と
も
大
衆
増
税

の
傾
向

は
、
本

来
、
資
本

主
義
税

制

の
本
質

に
由
来

す

る

一
属
性

で
あ

る

が

課
税
権
者
と
し
て
の
現
代
国
家
は
、
形
式

・
制
度
上
は
全
国
民
的
で
あ

る
が
、
実
質
的
に
は
総

(独
占
)
資
本

に
ほ
か
な
ら
な

い
か
ら
、
増
税

へ
の
志

向

は
原
則
と
し

て
大
衆

増
税

へ
の
志

向
と

な

っ
て
あ
ら
わ

れ
る

か
ら
で
あ

る

、
そ
れ
が
、
昨
今

の
特
徴
的
な
情
勢
な

い
し
背
景

の
も
と
で
、

い
っ
そ

う
増
幅

さ
れ

て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
。
そ

の
特
徴
的
な
情
勢
な

い
し
背
景
と

は
、
第

一
に
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降

の
経
済
危
機
、
デ
フ
レ

・
ス
パ
イ
ラ

ル

(循
環
的
危
機

・
不
況
と
構
造
的
危
機
)

の
長
期

に
わ
た
る
継
続
、
第

二
に

財
政
危
機

の
い

っ
そ
う

の
深
刻
化
、
第
三
に
新
自
由
主
義
的
潮
流

の
台
頭
と
流

行
、
そ
し
て
第
四
に
内
外

に
わ
た
る
労
資
問

の
力
関
係

の
激
変
で
あ
る
。

三

 

ま
ず
第

一
に
九

一
年
の
バ
ブ
ル
景
気
崩
壊
以
降
の
経
済
危
機

の
長
期
継
続
と

い
う
点

に

つ
い
て
は
、
直
近

の

『経
済
白
書
』
に
よ
る
興
味

あ
る
総
括
が
あ

る
。ω

一
九
九
九
年
度
版

=

九

八
八
年
度

の
日
本
経
済
は
絶
好
調

に
み
え
た
。
急
激
な
円
高
を
克
服

し
て
経
済
は
順
調
に
発
展
、
卸
売
物
価
は
安
定
基
調
に
あ
り
、
雇
用
は
完
全
に

満
た
さ
れ
、
失
業
率
は
二

・
二
%
に
ま

で
下
が

っ
て
い
た
。
企
業

の
利
益
は
史

上
最
高
、
倒
産
件
数
は
近
年
最
低
、
株
価
と
地
価
は
急
騰
を
続
け
、
半
導
体
を
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は
じ
め
と
す
る
設
備
投
資
は
旺
盛

で
、
大
都
市

に
は
大
型
開
発
が
、
地
方
に
は

ゴ
ル
フ
場
と

コ
ン
ド
ミ

ニ
ア
ム
の
並

ぶ
リ
ゾ
ー
ト
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。

高
騰
し
た
土
地
を
担
保
と
す
る
融
資

や
エ
ク
イ
テ
ィ
ー

・
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
で
低

利
資
金
を

入
手

し
た
日
本

の
企
業

は
、
海
外

の
不
動
産
や
企
業
を
数
多
く
買

収
、
日
本
型
経
営
は

『無
敵
不
敗
」

の
よ
う
に

い
わ
れ
た
。
し
か
し
、

こ
の
時

期

に
こ
そ
、
経
済

の
矛
盾
が
積
み
上
げ
ら
れ

て
い
た
。
株
価

は

一
九
八
九
年
大

納
会

の
日

(
一
二
月
二
九
日
)
を
頂
点
と
し
て
九
〇
年
年
初
か
ら
急
落
、
事
業

採
算
を
は
る
か
に
越
え

て
上
昇
し
て

い
た
地
価
も
そ
れ
を
追
う
よ
う

に
暴
落
を

始
め
た
。
高
度
成
長
循
環

の
末
期

に
は
、
実
需

の
裏
付
け

の
な

い
値
上
が
り
期

待

に
よ

っ
て
特
定

の
資
産

の
価
格

が
急
騰
す
る
現
象
が
発
生
し
易

い
。
高
度
成

長
循
環
に
お

い
て
は
、
所
得

の
向
上

で
貯
蓄
率
が
高
く
保
た
れ

て
資
金
が
貯
え

ら
れ
、
投
資
が
急
速
に
進
む
。
し
か
し
、

こ
れ
も
長
期

に
わ
た
る
と
投
資
対
象

が
減
少
、
過
剰
と
な

っ
た
資
金
が
株
式

や
土
地
等

の
資
産
購
入
に
集
中
、
資
産

価
格
が
急
騰
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
古

の
例

(
一
七

二
〇
年

ロ
ン
ド

ン
に
お

サ

ウ

ス

ン

　

バ

ブ

ル

け
る
南
海
泡
沫
事
件
)
に
因
ん
で

『
バ
ブ

ル
景
気
』
と

い
う
。
八
〇
年
代
末

の

日
本

の
株
価
や
地
価
は
正
し
く

『
バ
ブ
ル
』
だ

っ
た
。

九
〇
年
代
に
入
る
と
株
価
が
、
続

い
て
地
価
も
急
速

に
下
落
、
大
規
模
な
景

気
後
退
、

つ
ま
り

『
バ
ブ
ル
の
崩
壊
』

が
起
こ

っ
た
。
九
〇
年
か
ら
九
四
年
に

か
け

て
の
日
本
経
済
は
、
そ
ん
な

『
下
り
坂
』
を
転
が
り
落
ち

て
い
た
」
。

「
当
面

の
緊
急
事
態

は
脱
し
た
と
は

い
え
、
日
本
経
済

の
持

つ
問
題
は
な
お
数

多

い
。
中

で
も
重
大
な

の
は
、
多
く

の
企
業
が
過
剰
設
備
、
過
剰
雇
用
、
過
剰

債
務

の

『三

つ
の
過
剰
』
を
抱
え

る
な
ど

の
構
造
問
題

で
あ
る
。

い
わ

ゆ
る

『三

つ
の
過
剰
』

は
、
近
時

の
不
況
に
よ
る
需
要

の
低
迷
だ
け
で
発
生
し
た
も

の
で
は
な

い
。
よ
り
大
き
な
理
由
は
、
高
度
成
長
期

か
ら
バ
ブ
ル
景
気

の
時
期

ま

で
、
経
営

の
効
率
よ
り
も
業
界

シ

ェ
ア
の
拡
大
を
志
向
し
て
き
た
企
業
経
営

の
価
値
観
に
あ
る
」

(序
文
)
。

ω

二
〇
〇
〇
年
度
版

」
日
本

経
済

は

『三
重

の
不

況
』
に
見
舞

わ

れ

て
」
お
り
、
そ

の
第

一
が

顯
景
気
変
動

の
下
り
坂
」
、
第

二
が

[
三

つ
の
過
剰

問
題
」

で
あ

る
。
く
わ
え

て
、
昌第

三
の
よ
り
根
本
的
な
問
題
は
、
日
本
が

一
〇
〇
余
年
を
か
け
て
築
き

上
げ
た
規
格
大
量
生
産
型

の
工
業
社
会
が
、
人
類
文
明

の
流
れ
に
沿
わ
な
く

な

っ
た
と

い
う
構
造
的
本
質

的
な
問
題

で
あ
る
。
明
治
以
来
日
本
は
、
欧
米
先

進
国
の
近
代
的
な
技
術
と
制
度
を
学
び
、
専
ら
規
格
大
量
生
産
型
の
工
業
社
会

を
目
指
し
て
き
た
。

特

に
、
戦
後
は
産
業
経
済
政
策

の
み
な
ら
ず
、
教
育

や
地
域
構
造
、
情
報
文

化
の
あ
り
方
ま
で
、
こ
れ
に
有
利
な
よ
う

に
作
り
上
げ
た
。
こ
の
結
果
八
〇
年

代
の
日
本
は
、
人
類
史
上

で
も
最
も
完
壁
な
規
格
大
量
生
産
型
の
工
業
社
会
と

い
え

る
ま
で
に
発
展
し
て
い
た
と

い
え
る
。
自
動
車
や
電
機
製
品
な
ど
規
格
大

量
生
産
型
工
業

の
生
産
力
と
競
争
力

の
強
大
さ
は
そ
れ
を
示
し
て

い
る
。

し
か
し
、
そ

の
頃
、
世
界
の
文
明

の
流
れ
は
、
規
格
化
、
大
量
化
、
大
型
化

の
方
向
か
ら
、
多
様
化
、

ソ
フ
ト
化
、
情
報
化
に
向
き
を
変
え
て

い
た
。
特
に

九
〇
年
代
中
頃
か
ら
は
米
国
を
は
じ
め
こ
の
流
れ
が
顕
在
化
し
、
日
本

の
経
済

体
質

の
立
遅
れ
が
目
立

つ
よ
う

に
な

っ
た
。
日
本
は
、
規
格
大
量
生
産
型
工
業

社
会

の
た
め
に
作
り
上
げ
た
多
く

の
制
度

や
慣
習

の
変
更
を
迫
ら
れ
て
い
た

の

で
あ
る
」
。

[
日
本
経
済
が
持
続
的
な
発
展
軌
道

に
乗

る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
新
し

い
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5

歴
史
的
発
展
段
階

へ
の
方
向
を

し

っ
か
り
と
基
礎

づ
け
る

こ
と
が
大
切

で
あ

る
。
そ
れ
は
決
し
て
遠

い
将
来

の
こ
と

で
は
な

い
。
今
、

二
〇
〇
〇
年
か
ら
既

に
始
ま

ろ
う
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
」

(序
文
)
。

み
ら
れ
る
と
お
り
、
具
体
的
な
分
析
内
容

の
当
否
は
別
に
し
て
、
日
本
経
済

の
現
局
面
を
、
戦
後
か

つ
て
な

い
と

い

っ
て
も

過
言
で
は
な

い
循
環
的
危
機

(不
況
)
と
構
造
的
危
機

の
い
わ
ば
複
合
的
危
機
と
し

て
、
ま
た
、

[
日
本
経
済

が
持
続
的
な
発
展
軌
道
に
乗
る
」
た
め
に
経
過
中

の

占
新
し

い
歴
史
的
発
展
段

階
」

へ
の
移
行

の
転
機
と
し
て
把
え

て
い
る
限
り

で
は
、
ほ
ぼ
異
論

の
な

い
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
深
刻
な
経
済
危
機

の
長
期
化
が
、
税

の
自
然
増
収

の
大
幅
な
長
期
に
わ
た
る
減
少
と
な

っ
て
、
国
家
財
政

に
跳
ね
返
る
の
は
必
至

で
あ
る
。

事
実
、
第

一
図
が
示
す
と
お
り
、
最
近
三
〇
年

の
推
移

で
み
る
と
、

一
般
政

府

の
税
収

(国
税
、
地
方
税
計
)

の
う
ち
、
間
接
税

の
方
は
、
八
九
年

の
消
費

税
導
入
、
九
七
年

の
消
費
税
率
引
上
げ
も
あ

っ
て
増
大
傾
向
を
続
け
て

い
る
も

の
の
、
景
気
変
動
に
敏
感

で
税
収

の
大
宗
を
占
め
る
直
接
税
は
、
九

一
年
度
を

ピ

ー
ク
に
大
幅
に
低
下
し
続
け

て
い
る
。
九

一
～
九
八
年
度
間
で
、
政
策
減
税

や
税
率
引
下
の
反
映
分
も
含
め

て
、

一
八
兆
円
余

の
減
収
と
な

っ
て
い
る
。
ち

な
み
に
、
国
税
に

つ
い
て
決
算

ベ
ー
ス
で
み
る
と
、
同
期
間

の
減
収
額

は
、
法

人
税
で
五
兆
二
千
億
円
、
所
得
税

で
九
兆

八
千
億
円
に
達
し

て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
近
年

の
税
収
減
は
大
幅

で
長
期
的

で
あ
る
だ
け
に
、
増
税

へ
の
志
向
も

一
段
と
強
ま
り
、
し
た
が

っ
て
大
衆
増
税
強
化

の
志
向

が

一
段
と
増
幅

さ
れ
る

の
も
必
然

で
あ
る
。

第1図 一般政府直接税 ・間接税収及びGDP等 の推移

(兆 円)
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(備考)1.経 済企画庁 「国民経済計算年報」 によ り作 成。

2.シ ャ ドー部 分は景気後退期 を表す。

出所:経 済企画庁 『経済 白書』,2000年 度版,224頁 。
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四

先
に
第

二
の
背
景
と
し
て
挙
げ
た
財
政
危
機

の
深
刻
化
が
、
増
税
志
向
を

一

段
と
強
め
る
要
因
と
な
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な

い
。
赤
字
解
消

・
財
政
再
建

の
手
法
と
し
て
は

肝
心
な

の
は
、
そ

の
具
体
的
内
容

で
あ
る
が
、
差
し
当

り
そ
れ
を
別
と
す

れ
ば

、
「
中
期
答
申
」
も

い
う
と

お
り
、
増
税

か
歳
出

削
減
か

(あ
る

い
は
そ
の
両
方
)
し
か
あ
り
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
国
債

の
発

行
額

の
減
少
と
償
還
額

の
増
加
も
、
増
税
と
歳
出
削
減
が
そ
の
前
提
要
件
を
な

す
。こ

の
点

に

つ
い
て
は
、

二
〇
〇
〇
年
度
版

『経
済
白
書
』
が

「
中
期
答

申
」
も
基
調
は
ほ
ぼ
同
じ
1

例
年
に
な
く
詳
細
に
、
そ
し
て
集
中
的

に
取
上

げ

て

い
る
。

ω
公
的
部
門
の
日
本
的
特
徴
-

一
般
政
府
支
出
と
国
民
負
担
-
ー

コ

般
政
府

ベ
ー

ス
で

の
総
支
出

の
対

G
D
P
比
率
を

一
九
七

〇
年
以
降

に

つ
い
て
国
際
的

に
み
る
と
、
ま
ず

そ

の
水

準
に
関
し

て
は
、
我

が
国

の
水
準

は
、
O
E
C
D
諸
国
平
均
を
常
に
下
回
る
な
ど
国
際
的

に
は
相
対
的
に
低

い
方

に
属
す
る
。
他
方
、
そ

の
時
系
列
的
な
推
移
に

つ
い
て
み
る
と
、
我
国

で
は
ほ

ぼ

一
貫

し
て
上
昇
傾
向

に
あ
る
が
、
他

の
O
E
C
D
諸

国

で
は
九

〇
年
代

に

入

っ
て
低

下
傾
向

が
み
ら
れ
る
国
も
あ
る
。

O
E
C
D
諸

国

の
平

均

で
み
て

も
、

一
般
政
府
総
支
出

の
対

G
D
P
比
率
は

]
九
九
三
年
を
ピ

ー
ク
に
緩
や
か

な
が
ら
低
下
し
て
い
る
。

一
方
、
国
民
負
担
率
を
み
る
と
、
九
〇
年
代

に
入

っ

て
か
ら
も
総

じ

て
緩

や
か
な
増
加

が
続

い
て
い
る
国
が
多

い
が
、
我

が
国
で

は
、
最
近

で
は
水
準
を

や
や
戻
し

て
い
る
も

の
の
、
減
税
等
も
あ

っ
て
九
〇
年

第2図 一般政府支出の対GDP比 の推移

イ
＼

嫉 、'〆
の"へ
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(備 考)OECD「EconomicOutlook」

出所:前 出,209頁 。

に よ り作 成 。
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一般政府の機能別支出(対 名目GDP比)

 

表

り

ー

ー

第

「中期答申」を読む

 

7

':1 1990 1996

最
終
消費

支
出

社
会
保障

給
付

移 そ
転 の
・他

補 の
助 経
金 常

投
資
的
支
出

利
子
支
払

最
終
消
費
支
出

社
会
保
障
給
付

移 そ
転 の
・他

補 の
助 経
金 常

投
資
的
支
出

利
子
支
払

最
終
消
費
支
出

社
会
保
障
給
付

移 そ
転 の
・他

補 の
助 経
金 常

投
資
的
支
出

利
子
支
払

日本 9.8 7.9 4.1 6.1 3.1 9.0 9.9 3.1 5.a 3.9 9.7 11.9 3.0 6.6 3.7

ア メ リ カ 17.1 6.7 4.8 1.8 3.2 17.6 7.1 5.0 1.8 5.0 15.6 7.9 5.7 1.9 fI

イ ギ リス 21.6 6.4 8.7 2.4 4.7 20.6 5.7 8.4 2.3 3.4 20.9 5.9 11.0 1.4 3.6

ドイ ツ 20.2 11.8 9.2 3.4 1.9 18.3 11.1 10.4 2.2 2.6 20.a 14.2 8.8 2.2 3.7

フ ラ ンス 18.1 15.7 7.1 3.1 1.5 1 17.0 7.9 3.3 2.9 19.6 18.7 9.6 2.9 4.0

イ タ リア 15.0 14.2 3.s 3.2 5.4 17.6 18.2 2.9 3.3 9.9 16.4 19.3 2.8 2.2 11.0

カナダ 21.6 4.9 6.8 3.0 5.5 22.7 7.1 6.5 2.9 9.6 1 7.3 7.1 2.4 9.4

ス ウ ェ ー デ ン 29.3 13.S 9.7 4.1 4.1 27.4 15.8 10.2 3.a 5.0 26.2 16.7 12.8 2.8 7.2

(備 考)OECD「NationalAccounts」

出所:前 出,210頁 。

に よ り作 成 。

第2表 社会保障給付費(対 国民所得比)の 部門別構成割合の国際比較

年度

社会保障給付費 (%)

医療 年金 福祉 ・その他

うち失業
関連制度

日本
1997 17.8 6.5 9.3 2.0 o.s

1993 15.2 5.9 7.8 1.6 0.4

フ ラ ンス 1993 37.7 9.2
.,

10.2 2.9

ドイ ツ 1993 33.3 8.7 14.3 10.3 5.2

ス ウ ェ ー デ ン 1993 53.4 lo.a 20.1 23.3 4.1

イ ギ リス 1993 27.2 7.3 1 9.1 0.4

ア メ リ カ 1992 18.7 6.$ 8.4 3.5 1

(備考)国 立社会保 障 ・人口問題研究所 のデー タに よ り経済企画庁作 成。

出所:前 出,211頁 。
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第3図 各国の人ロ千人当たりの公務員数

嚢[]8・ 人(71人)

84人(78人)麟擁
103人

(93人麟 鋤 げ 一　無 、・

紅]77人 (70人)一
80 100

鞍r論 漁 欝 慈攣!箏 鍬39人(37人)

鱗:鹸 雛臨 灘 議 凱1撫藻・㌫ 鱗熱勢㍉旗

熱 ・舞纏鍵渇難灘灘ら 撫輪 無曇憾 撫㍉ 灘

細 、颪論 畿奮轟縫 欝 態唐 織繕壁 ・姦瀞騰 声擁

詩 毒繋灘響購 ・讐轟鞍魂鹸癖繋 乳 耀i舞 ・声1,や
IIl

本

国

国

日

米

英

フ ラ ンス

ド イ ツ

0204060

(注)1,行 政 職 員 に は,国 家 公 務 員,地 方 公 務 員,政 府 企 業 職 員(日 本 は特 殊 法 人 職 員)を 含 む 。

2,公 務 員 数 等 は 原 則 と して1995年 の もの で あ る 。

3.()内 は 行 政 職 員 数 。

4、 ニ ュ ー ジー ラ ン ドの 行 政 職 員 数(1994年)は80人/1000人 。

出所 財 政 政 策 研 究 会 編 『財 政 デ ー タブ ッ ク』,平 成11年 度 版,223頁,大 蔵 財 務 協 会 。

代
央
に
か
け

て
大
幅
な
低
下
が
見
ら
れ
、
現
在
は
先
進
国
中
最
も
低

い
水
準

に

あ

る
。
但
し
、
財
政
赤
字
を
含

め
た
潜
在
的
な
国
民
負
担
率
は
、
九
〇
年
代

に

大
幅
に
増
加
し
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
並
み

の
水
準
に
近
づ

い
て
い
る
」
。

凹
政
府
支
出

の
規
模

が
我
が
国

で
増
加
し

て

い
る
背
景

に
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊

後
、
分
母

で
あ
る
G
D
P
が
低
迷
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
支
出
面
で
は
、
社

会
保
障
給
付
が
急
速
な
高
齢
化

の
進
展
に
よ

っ
て
比
較
的
高

い
伸
び
と
な

っ
て

い
る
こ
と
、
及
び
社
会
資
本
整
備
水
準

の
立
ち
遅
れ
な
ど
の
要
因
か
ら
投
資
的

支
出

の
割
合
が
他

の
国
と
比
べ
て
高
く
、
か

つ
、
経
済
対
策
等

に
よ
り
増
加
が

続

い
て

い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
方
、
他

の
O
E
C
D
諸
国

で
は
、
総
じ

て
み
れ
ば
、
投
資
的
支
出
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
や
社
会
保
障
支
出
の
増
勢
を

抑
制
し
て
る
こ
と

に
加
え

て
、
冷
戦

の
終
了

に
よ
る
軍
事
費
負
担

の
低
下
も
あ

い
ま

っ
て
、

一
般
政
府
支
出
全
体

の
増
勢
は
九
〇
年
代

に
入

っ
て
頭
打
ち
と

な

っ
て

い
る
。
」

(
二
〇
八
～
二

一
〇
頁
)
。

『白
書
』
も
指
摘
す
る
と
お
り

(
二

一
四
頁
)
、
税

・
財
政
は
各
国
的
特
殊
性

が
比
較
的

に
強
く
、
そ
の
た
め
国
際
比
較

の
実
証
分
析
に
は
多
く

の
困
難
を
伴

う
が
、
国
民
経
済

の
公
的
部
門
-

一
般
政
府

(中
央
政
府
、
地
方
政
府
、
社
会

保
障
基
金
。
公
的
企
業

は
民
営
化

に
よ
り
比
重
低

下
)
に
お
け
る
大
ま
か
な
日

本
的
特
徴
と
し
て
、
以
下

の
諸
点
1

『白
書
』

の
分
析
に
若
干
補
足
1
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。

(第

二
、
三
図
お
よ
び
第

一
、
二
表
参

照
)
。

ま
ず

一
般
政
府

の
支
出
構
成
面
か
ら

い
え
ば
、
O
何
よ
り
も
際
立

っ
て
特
徴

的
な

の
が
投
資

的
支
出

の
突
出

で
あ

る
。

こ
れ
は
従
来

か
ら

の
傾
向

で
あ
る

が
、
と
り
わ
け
、

バ
ブ
ル
崩
壊
後

の
九
〇
年
代
に
お

い
て
、
九
二
年

の

「総
合

経
済
対
策
」

一
〇

・
七
兆
円

に
は
じ
ま

っ
て
、
二
〇
〇
〇
年

の

「
新
発

展
政
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策
」

の

一
一
兆
円
に
至
る
ま
で
、
総
事
業
規
模

で

一
二
〇

・
四
兆

に
達
す
る
景

気

(不
況
)
対
策
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
。
口
社
会
保
障
給
付
は
、
急
速
な
高

齢
化

の
進
展
を
反
映
し
て
、
絶
対
額

で
は
増
え
て

い
る
も

の
の
、
支
出
割
合
は

諸
外
国
に
比

べ
て
依
然
と
し
て
き
わ
め
て
低

い
。
と
り
わ
け
年
金
、
福
祉
関
連

の
立
ち
遅
れ
が
甚
だ
し

い
。
日
人
件
費

(公
務

員
数
)
が
低
く

(少

な
く
)
、

ま
た
軍
事
費
が
冷
戦
終
了
に
も
か
か
わ
ら
ず
例
外
的
に
増
え
続
け
、

ア
メ
リ
カ

に

つ
い
で
先
進
国
中
第

二
位
の
水
準

に
達

し
て
い
る

(
『S
I
P
R
I
年
鑑
』
、

二
〇
〇
〇
年
版
)
。

ま
た
国
民
負
担
率

は
、
依
然

と
し

て
増
加

傾
向

を
続
け

て

い
る
国

が
多

い

が
、
わ
が
国

の
負

担
水

準
は

ア
メ
リ

カ
と
な
ら

ん
で
現
在
先
進

国
中

最
も
低

い
。
し
か
し
、
「潜
在
的
な
負

担
率
」

(租
税
、
社
会
保
険
料
、
財
政
赤
字

の
合

計
額

の
対
国
民
所
得
比
)

で
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸

国

の
水
準

に
近
づ

い
て

い

る
。
ち
な
み
に
、
日
本

四
九

・
二
%

(
二
〇
〇
〇
年
度
見
込

み
)
、

ア
メ
リ
カ

三
八

・
七
%

(九

七
年

度

実
績
)
、
イ

ギ

リ

ス
五

四

・
七
%

(九

六
年

度
実

績
)
、
ド
イ

ツ
五
九

・
六
%

(九
七
年
度
実
績
)
、

フ
ラ
ン
ス
六
九

・
二
%

(同

上
)
と
な

っ
て
い
る
。

五

ω
財
政
赤
字
増
大

の
要
因

先
進
資
本
主
義
国

の
財
政
危
機
は
、
わ
が
国
を
含

め
て
、
七
三
年

の
第

]
次

石
油
危
機
と
そ
れ
を
契
機
と
す

る
世
界
同
時
不
況
以
降
、
ほ
ぼ
七
五
年
以
来
今

日
ま

で
共
通
し
て
続
く
長
期
的
趨
勢
で
あ
る
。
現
今

で
も
基
本
的
に
は
事
態

に

変
わ
り
は
な

い
。
た
だ
、
九
〇
年
代
と
り
わ
け
そ

の
後
半
以
降

に

つ
い
て
や
や

細
か
く
み
れ
ば
、
財
政
赤
字
の
削
減
、
縮
小
と

い
う
点

で
若
干
改
善
の
兆
し
を

み
せ

て
い
る
諸
国
も
あ

る
よ
う
に
み
え
る
。

ま
ず
、

一
般
政
府

の
財

政
赤
字

は
、
対
G
D
P
比

で
み
る
と

(第

3
表
、

①
)
、
O
E
C
D
諸

国
平
均

で
九

一
年

の
三

・
三
%
か
ら
九
九
年

に
は

一
・
二

%
に
低
下
し
、
ま
た
九

〇
年
代
後
半

に
お

い
て
は
、

ア
メ
リ
カ
、

カ
ナ
ダ
、
イ

ギ
リ

ス
等
わ
ず

か
な
が
ら
黒
字

に
転
じ

て
い
る
国
も
あ
る
。

(た
だ
し
、
二
〇

〇
〇
年
末

か
ら
ア
メ
リ
カ
で
大
型

の
景
気
減
速
が
始
ま

っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ

り
事
態
が
再
逆
転
す

る
可
能
性

が
大
き

い
)
。
八
〇
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
初

頭

の
バ
ブ
ル
期
に

一
時
的

に
改
善
し
た
も
の
の
、
九
〇
年
代
後
半

に
お
い
て
も

事
態

の
改
善
が
依
然
と
し
て
進

ん
で
い
な

い
の
は
、
先
進
国
の
中

で
は
日
本
だ

け
で
あ
る
。

ま
た
債
務
残
高

は
対
G
D
P
比

で
み
る
と

(第

3
表
、
②
)
、
九
九
年
時
点

に

お

い
て
、

O
E
C
D
平
均

で
七
〇
%
、
各
国

で
五
〇
%
を
優
に
超
え

て
お

り
、
然
し
た
る
改
善
は
み
ら
れ
な

い
。
先
進
国

の
中

で
は
、
イ
タ
リ
ア
の

三

七

・
七
%
に
次

い
で
、
わ
が
国
は

一
〇
五

・
四
%
と
高

い
水
準

に
あ

る
。
こ
の

よ
う

に
、
わ
が
国
が
先
進
国

の
中

で
、
事
態

の
改
善

で
も

っ
と
も
立
ち
後
れ
て

い
る
主
な
要
因
は
、
「構
造
的
要
因
」
「
構
造
的
財
政
赤
字
」
に
あ
る
、
と

『経

済
白
書
』
は
分
析
し
て
い
る
。

(第
4
、

5
図
参
照
)
。

「
一
般
政
府

の
財
政
収
支
は

『循
環
的
』

な
部
分
と
、

『構
造
的
』
な
部
分
の

二

つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
景
気
後
退
期
に
は
、
税
収
が
落
ち
込

ん
だ
り
、
失
業
給
付

が
増
え
る

こ
と
に
よ

っ
て
赤
字

が
受
動
的

に
増
加
す
る

が
、

こ
れ

に
対
応
す
る
の
が

『循
環
的
財
政
赤
字
』

の
部
分

で
あ
る
。
他
方
、

こ
う
し
た
景
気
動
向

に
よ

っ
て
変
動
す
る
循
環
的
な
部
分
を

除

い
た
も

の
が
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第3表OECD諸 国一般政府赤字の推移

日本
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IO

(%)

イ ギ リ ス カ ナ ダ スウェーデンOECD合 計

2.90.84.6 0.1

一4
.6-2.52.8

一4
.0

一3
.4-2.8-4.0

一2
.7

一2
.9-7.3-3.7

一4
.1

一1
.5-4.54.0

一2
.7

一2
.8-7.2-1.1

一3
.3

一6
.5-8.0-7.5

一4
.3

一8
.0-7.6-11.8 .・

一6
.8-5.6-11.0 !'

一5
.8-4.3-7.9

一3
.8

一4
.4-1.8-3.6

一3
.0

一2
.00.8-1.8

一1
.7

0.20.91.9 一1
.3

0.71.62.3 一1
.2

(注99年 は見込 み)

②

年 ア メ リカ 日本 ドイ ツ フ ラ ンス イ タ リア イ ギ リス カナダ

sa 37.7 52.0 32.8 3a.9 59.0 54.1 44.3

85 53.5 64.2 41.6 37.9 82.1 59.4 66.3

90 .1 61.4 42.0 39.5 103.7 39.1 73.5

91 65.5 58.2 XO.1 40.3 107.4 40.1 80.9

92 68.1 59.8 43.4 44.7 116.1 46.9
..

93 69.7 63.0 49.0 51.6 117.9 56.2 ・・

94 68.9 69.4 49.2 55.3 124.0 53.7 ':1

95 68.3 76.0 59.1 59.4 123.1
.,

99.2

96 67.7 80.6 61.9 62.3 122.2 58.5 98.9

97 65.4
.,

・ 64.5 120.4 58.9 94.1

98 62.4 97.3 63.3 64.9 118.2 56.4 91.7

99 59.3 105.4 62.6 65.2 117.7 54.0 86.9

債 務 残 高 対GDP比

スウェーデン

44.3

64.6

42.9

51.fi

68.9

74.0

78.3

×7.2

74.6

74.4

73.7

68.3

(注:ア メ リ カ、 ドイ ッ は99年 、 イ タ リア は97年 以 降 、 そ の 他 の 国 は98年 以 降 は 見 込 み)

(備 考)10ECD「EconomicOutlook66,57,47」 に よ る。

2財 政 赤 字 対GDP比 の ア メ リカ 、 日本 の()内 は社 会 保 障 基 金 を 除 い た ベ ー ス。

出所:前 出 『経 済 白書 』,227頁 。

(補 注:

を越 え て 先 進 国 申 最 高 と な っ て い る)

(%)

OECD合 計

41.5

55.6

57.8

59.5

63.0

66.8

68.2

70.5

71.2

70.6

70.7

70.2

最 新 の 上 掲 「Outlook68」 に よる と,2000年 の 日本 の 債 務 残 高 対GDP比 は112.3で,僅 か で は あ る が イ タ リ ア の1ユ2.0
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(対潜 在GDP比 、%)

10

5

0

一5

一10

(上)

第4図 構造的財政収支 ・循環的財政収支の推移

(160)

循環収支

国債利率加重平均

/

一15

19757677787980818283848586878889909192939495969798(年 度)

(備考)1経 済企 画庁 「国民経済計算年報」 を用いて試算。

2国 債利 率加 重平均は,大 蔵省理財 局 「国際統計年報」 による。

3構 造収 支の内訳 として公債の利払 い費 に当た る部 分(財 産所 得純受 取=財 産所得 受取 一財 産所得 支払)を 掲 載

した。

4一 般政 府 をベース としてお り中央 政府,地 方政府及 び社会保 障基金が含 まれる。

出所:前 出,225頁 。

第5図90年 代における各国構造財政赤字の変化

(%ポ イ ン ト、 対GDP比)
5

0

1

唖匡五

5

0

5

-10

-15

ア メ リ カ ドイ ツ フ ラ ン ス イ タ リ ア イ ギ リ ス カ ナ ダ ス ウ ェ ー デ ン

(92～99)(91～99)(93～99)(90～99)(93～99)(92～99)(94～99)

(備 考)10ECD「EconomicOutlook66」 「NationalAccounts,大 蔵 省 資 料,総 務 庁 資 料 に よ り作 成 。

2図 は 各 国 の90年 代 にお け る()内 の 期 間 の 変 化 幅

出所:前 出,241頁 。

日本

(91-99)
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『構
造
的
財
政
赤

字
』

に
な
る
が
、

こ
れ
に
は
不
況
期

の
経
済
対
策

の
各

般

の

施
策
な
ど
裁
量
的
な
政
策
要
因
も
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
れ

(第

4
図
)
に
よ
る

と
、
例
え
ば
、
九
八
年
度
に
お

い
て
は
、
対
潜
在

G
D
P
比

で
み
た

一
般
政
府

赤
字

(国
鉄
長
期
債
務

・
国
有
林
野
累
積
債
務
を
除
く
)

五

・
二
%

の
う
ち
、

構
造
的
赤
字
が
四

・
三
%
、
循
環
的
赤
字
が
○

・
九
%
と
な

っ
て

い
る
。

こ
の

図
に
よ
れ
ば
、
九
〇
年
代
に
入

っ
て
か
ら

の
財
政
収
支

の
悪
化
は
、
経
済
対
策

な
ど
主
に
裁
量
的
な
財
政
政
策
を
含
む
構
造
的
要
因
に
よ
る
部
分
が
多
く
、
景

気
悪
化
に
よ
る
循
環
的
財
政
赤
字
は
最
大
で
も
○

・
九
%
程
度
で
あ

っ
た
。
景

気
が
本
格
的
に
回
復
す
れ
ば
、
循
環
的
な
部
分
が
里
…字
に
転
じ
、
裁
量
的
な
財

政
支
出
も
削
減
が
可
能

で
あ
る
が
、
構
造
赤
字

の
大
き
さ
か
ら
考
え
る
と
、

こ

う
し
た
要
因
を
考
慮
し

て
も
財
政
赤
字
が
解
消
す

る
と
は
考
え

に
く

い
」

(二

二
三
～
二
二
五
頁
)
。

「
景
気
後

退
期

に
公

債
発
行

に
よ

る
財
政
規
模

の
拡

大
、
公

共
事
業

の
促

進
、
減
税
と

い
っ
た
措
置
に
よ

っ
て
景
気
刺
激
を
図
る
こ
と
は
、
財
政

の

『景

気
調
整
機
能
』

と
呼

ば
れ
、
財
政
が
果
た
す

べ
き
重
要
な
役
割

の

一
つ
で
あ

る
。
我
が
国
で
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後

の
不
況
を
含
め
景
気
後
退
期
に
は
、

こ
う

し
た
裁
量
的
財
政
政
策
を
積
極
的
に
活
用
し
て
き
た
。

い
く

つ
か

の
主
要
先
進

国
に

つ
い
て
、
構
造
的
財
政
赤
字
と
、
実
質

G
D
P
成
長
率
と

の
相
関
関
係
を

見
る
と
、
ド
イ

ツ
や
イ
ギ
リ
ス
等

で
は
極

め
て
低

い
が
、
我
が
国
は
最
も
高

い

方
に
属
し
て
お
り
、
景
気
後
退
期

に
裁
量
的
に
赤
字
が
増
や
さ
れ
る
傾
向

が
あ

る
こ
と
が
分
る
」

(
二
二
六
頁
)
。

[
我
が
国
で
、
不
況
期

に
お

い
て
公
的
部
門

の
経
済
安
定
化
機
能

が
積
極
的

に
活
用
さ
れ
た

こ
と
が
公
債
累
増
の
原
因
の

]
つ
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」

(二
四
七
頁
)
、
等

々
。

み
ら
れ
る
と
お
り
、
『経
済
白
書
』
が
財
政
赤
字
増
大

の
主
要
因
と
み
な
す

「構
造
的
要
因
」

「
構
造
的
財
政
赤
字
」
と

い
う

の
は
、
要
す

る
に

フ
ィ
ス
カ
ル

ポ

リ
シ
ー

(裁
量
的
財
政
政
策
)
、
す
な
わ
ち
赤
字
国
債

(法
律

上

・
形
式
上

は

「
建
設

国
債
」
)
を
財
源
と

す

る
不
況

対
策
と
し

て

の
内

需
拡
大
策

で
あ

り
、
し
か
も
近
年

の
不
況
の
頻
発

・
長
期
化
な

い
し
経
済

の
低
成
長

の
た
め
、

税

の
自
然
増
収
に
よ
る
国
債
償
還
が
思
う
に
任
せ
ず
、
そ

の
結
果
と
し
て
の
国

債
残
高

の
累
増
、
財
政
赤
字

の
累
積
を
も
た
ら
し
た
、
と

い
う
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

い
わ
ゆ
る
赤
字
が
赤
字
を
生
む
悪
循
環
で
あ
り
、

こ
の
点
で
は
、
先
進
諸

外
国

の
財
政
赤
字

・
危
機

に

つ
い
て
も
基
本
的

に
同
様

で
あ
る
。
た
だ
、
わ
が

国

の
場
合
、

こ
の
悪
循
環
が
諸
外
国
に
比
べ
て
、
よ
り
大
き
く
、
よ
り
長

い
と

い
う
に
す
ぎ
な

い
。

そ

の
理
由

の
第

一
と
み
な
し
て
よ

い
の
が
、
す

で
に
先
に
み
た

]
般
政
府
支

出

に
占
め
る

「
投
資
的
支
出
」
ー

「建
設
国
債
」
と
称
す
る
実
質
的
な
赤
字
国

債

で
主

に
賄
わ

れ
る
ー

の
突
出

(第
1
表
)

で
あ

る
。
主

た
る
理
由

の
第

二

が
、
こ
れ
と
対
照
的
に
諸
外
国
と
比
べ
た

「
社
会
保
障
給
付
」

の
中
味

の
劣
悪

さ
と
支
出
水
準

の
低
さ

(第

1
、

2
表
)
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
内
需

の
約
六
割

を
占
め
る
個
人
消
費
支
出

の
伸
び
を
抑
え

る
大
き
な

一
因
と
な
り
、
し
た
が

っ

て
不
況
か
ら

の
脱
出
を
後
ら
せ
、
あ
る

い
は
景
気

の
回
復
を
弱

々
し

い
も

の
と

し
、
ひ

い
て
は
、
先

の
第

一
の
理
由
と
相
侯

っ
て
、
財
政
赤
字

の
悪
循
環
を
増

幅
す
る

一
因
と
な
る
。

と
こ
ろ
が

『白
書
』
は
、
財
政
赤
字
増
大

の
主
因
を
日
本
的

フ
ィ
ス
カ
ル
ポ

リ
シ
ー
そ

の
も

の
に
あ
る
と
、
国
際
比
較
ま
で
加
え

て
折
角
分
析
し
て

い
な
が
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ら
ー

こ
の
限
り

で
は
基
本
的

に
妥
当
と
思
わ
れ
る
ー
、

い
ま
指
摘
し
た
わ
が
国

の

一社
会
保
障
給
付
」

の
中
身
と
水
準

の
劣
悪

さ
ー

こ
れ
ら
は
、

い
わ
ゆ
る
ピ

ル
ト
イ
ン
ス
タ
ビ

ラ
イ
ザ
ー
機
能

の
高
低

に
関
連
す
る
と
と
も

に
、
現
代

で
は

内
需
拡
大
策

の

一
環
と
し

て
、

フ
ィ
ス
カ
ル
ポ
リ
シ
ー
の
重
要
な

一
部
を
も
な

す
ー

に

つ
い
て
は
、
検
討
も
言
及
も
な

い
。
「社
会
保
障
給
付
」
の
大
き

い
こ

と

が
財
政
赤
字
の

一
因
を
な
す
と

い
う
言
及
は
あ

っ
て
も
、
逆
説
的
だ
が
、
む

し
ろ
そ
れ
が
国
際
的
に
相
対
的

に
小
さ

い
こ
と
が
、
財
政
赤
字
を
よ
り
増
大
す

る
と

い
う
観
点
と
分
析
が
な

い
。

こ
れ
が
問
題
点

の
第

一
で
あ
る
。

問
題
点

の
第
二
は
、
国
際
的

に
突
出
し
た
公
共
投
資

(
「
投
資
的
支
出
」
、
公

共
事
業
費
)

の
乗
数
効
果

に
つ
い
で
あ
る
。
『白
書
』

は
、
「
公
共
投
資

の
乗
数

効
果
が
低

下
し
て

い
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う
点
に

つ
い
て
は
、
多
く

の
議
論

が
あ
り
、
経
済
白
書
に
お

い
て
も
、
既
に
何
度
か
検
証
し

て
き
た
。
」

(
二
四
七

頁
)
と
し

つ
つ
、
だ
が
結
論
と
し

て
は
、
「
九
〇
年
代
に
入

っ
て
、
政
府
支
出

の
乗
数
効

果
を
弱
め
る
方
向

に
作
用
す
る
要
因
が
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な

い

が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
財
政
政
策

の
効
果
が
失
わ
れ
る
と

い
う
ほ
ど

の
影
響
は

な
か

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
」

(
二
四
八
頁
)
と
し
て
肯
定
的
に
総
括
し
て

い
る
。

わ
が
国

の
公
共
投
資
に

つ
い
て
は
、
突
出
し
た
量
的
大
き
さ
と

い
う
問
題
に

く
わ
え

て
、
そ
の
質
的
な
中
味
、

い
い
か
え
れ
ば
、

つ
と

に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

が
喝
破
し
た

い
わ
ゆ
る
金
権
政
治
の
現
代
的

一
基
盤
と
し
て
、
き
わ
め
て

"
政

治
的
"
性
格
が
強

い
点
-

乗
数
効
果
を
低
く
す
る

一
因
1

で
も
国
際
的
に
突
出

し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
も
、
検
討
と
言
及
が
な

い
。
ど
う

い
う
結
論
を
下
す

か
は

『白
書
』

の
自
由

で
あ

る
が
、
税

・
財
政

の
本

来

の
性
格

か
ら

い

っ
て

第4表 ビル トインスタビライザー機能の国際比較

租税 経常

政府支出

総合収支

法人税 所得税 間接税 社会保障

日本 2.1 a.4 a.5 0.3
一 〇

.1 0.26

ア メ リ カ 1.8 0.6 a.s 0.6 一 〇
.1 0.25

ドイ ツ o.s 1.3 1.0 1.0
一 〇

.1 0.51

フ ラ ン ス 1.8 0.6 o.7 0.5
一 〇

.3 0.46

イ タ リ ア 1.4 o.g 1.3 a.s 一 〇
.1 0.48

イギ リ ス 1. 1.4 1.1 1.2
一 〇

.2 0.50

カナダ 1.0 1.2 o.7 0.9
‐a

.2 0.41

上記7力 国含む20ヶ 国平均 1.3 1.0 0.9 o.8 一 〇
.3 0.49

(備 考)!Noord,P.(2000)`TheSizeandRoleofAutomaticFiscalStabilizersinthe1990sandBeyond',OECDEconomics

DepartmentWorkingPapers,No.230:19.

2上 記7力 国以 外 に は 、 オ ー ス トラ リ ア 、 オ ー ス トリ ア、 ベ ル ギ ー 、 デ ンマ ー 久 フ ィ ン ラ ン ド、 ギ リ シ ャ、 ア

イ ル ラ ン ド、 オ ラ ン ダ、 ニ ュ ー ジー ラ ン ド、 ノ ル ウ ェ ー 、 ポ ル トガ ル、 ス ペ イ ン及 び ス ウ ェ ー デ ンが 含 まれ て い

るQ

3総 合 収 支 は,GDPが1%変 化 した 際 の 政 府 収 支 の 変 化 率 。

出所:前 出,252頁 。
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も
、
批
判

の
多

い
公
共
投
資
の
政
治
的
側
面

に
つ
い
て
の
分
析
欠
如
は
、
重
大

問
題
と

い
う
べ
き

で
あ

ろ
う
。
な
お
、
乗
数
効
果
に

つ
い
て
は
、
現
代
で
は
社

会
保
障
支
出

の
方
が
よ
り
大
き

い
と
す
る
見
解
も
有
力
と
な

っ
て
お
り
、
こ
の

点

の
分
析
、
検
討
も
必
要
で
あ

ろ
う
。

問
題
点

の
第

三
は
、
ア
メ
リ
カ
と
並
ん
で

闇
日
本

の
自
動
安
定
化
機
能
が
他

の
O
E
C
D
諸

国
と
比

べ
低

い
」

(第

4
表

の

「
総
合
収
支
」

の
変
化
率
)

こ

と
を
根
拠
に
、
一
九
〇
年
代
に
経
験
し
た
よ
う
な
厳
し

い
不
況
に
直
面
し
た
際

に
は
、
財
政

の
ビ

ル
ト

・
イ

ン

・
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
ー
機
能
だ
け
で
景
気
の
調
整

を
行
う
こ
と
は
、
や
は
り
困
難

で
あ

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
う
な
る

と
、
財
政
政
策

に
は
、
景
気
底
割
れ

の
懸
念

が
あ
る
よ
う
な
厳
し

い
局
面
に
お

い
て
は
、
何
ら
か
の
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
も
求

め
ら
れ
る
場
合
も
あ

る
こ
と
は
否
定

で
き
な

い
」
と
、
従
来

の
手
法
を
結
局
は
肯
定
的

に
総
括
し
、

今
後

の
課
題
と
し
て
、
[
景
気
調
整
と

い
う
目
的
以
上

に
裁
量
的
財
政
支
出
が

行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
」

(以
上

二
五
二
～

二
五
三
頁
)
と

い
う

に
止
ま

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、

『白
書
』
は

「
欧
米
諸

国
に
お
け

る
財
政
赤
字
削
減

の
経
験
」
と
教

訓
と
し

て
、
①

予
算
作
成
プ

ロ
セ
ス

(投
資

的
経
費

の
上

限

・
キ

ャ

ッ
プ
設

定
、
公
共
投
資
に
お
け
る

コ
ス
ト

・
ベ
ネ

フ
ィ

ッ
ト
分
析

に
よ
る
評
価
導
入
な

ど
)
、
②
社
会
保
障
制
度

の
見
直
し

(年
金
制
度

に
お
け
る
支
給
開
始
年
齢

の

引
上
げ
、
保
険
料
率

の
引
上
げ
、
賃
金

・
物
価

ス
ト
ラ
イ
ド
方
式

の
見
直
し
な

ど
、
抑
制
と
効
率
化
)
、
③

税
制

(所
得
税
、
法
人
税
、
付
加
価
値

税
等

の
増

税
。
た

だ
し
、
た
と
え

ば

ア
メ
リ

カ

で
は
、
O
B
R
A
90
、

93
1
第

5
表
i

で
、
所
得
税
最
高
税
率

の
二
回
に
わ
た
る
再
引
上
げ
、
法
人
税
最
高
税
率

の
引

上
げ
も
実
施
)
、
④
行

財
政
改
革
等

(公
務
員
数

の
削
減
、
民
営
化
な
ど
公
的

部
門
の
縮
小
、

一
部
業
務
の
民
間
移
託
、
規
制
緩
和

ほ
か
公
的
部
門

の
効
率
化

な

ら
び

に
軍
事

費

の
削
減

な

ど
)
を
指

摘

し

て

い
る

(
二
三
七
～
二
三
九

頁
)
。

ま
た

『白
書
』
は
、
■我
が
国

の
財
政
構
造
改
革
法

に
よ
る
財
政
再
建

の
手

法
は
、
①
各
支
出
に
対
し
て
そ

の
必
要
に
応
じ
て
キ

ャ
ッ
プ
を
設
定
す

る
こ
と

で
歳
出
総
額
を
抑
制
、
②
財
政
健
全
化
目
標
の
設
定
、
③
財
政
再
建
と
同
時

に

諸

々
の
構
造
改
革
を
推
進
、
な
ど
を
中
心
と
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た

我
が
国

の
改
革
は
、
お
お
む
ね
他

の
先
進

国
に
お

け
る
改
革
と

同
じ
方
向

で

あ

っ
た
。
」

(二
三
九
頁
)
と
述

べ
て
い
る
。
た
し
か

に
基
調
と
し

て
は
、
■
お

お
む
ね
他

の
先
進
国
に
お
け
る
改
革
と
同
じ
方
向
」
と

い
っ
て
よ

い
が
、
た
と

え
ば
冷
戦
終
了

に
伴
う

軍
事
費

の
大
幅
削
減
、
所
得
税
最
高
税
率

の
再
引
上

げ
、
法
人
最
高
税
率

(
ア
メ
リ
カ
は
法
人
税
も
累
進
課
税
)

の
引
上
げ
等
、
高

額

の
個
人

・
法
人
所
得

へ
の
増
税
な
ど
、
教
訓
と
す

べ
き
具
体
的
な
重
要
事
項

が
、
わ
が
国
の
財
政
構
造
改
革
法

(
一
九
九
七
年
十

一
月
成
山ヱ
.。
翌
九
八
年

一

二
月
以
降
、
経
済
情
勢

の
厳
し
さ
等
を
理
由
と

し
て
、
「当
分

の
間
施
行
停
止

(凍
結
)
」
中
)
に
は
生
か
さ
れ
て

い
な

い
。

⊥
ノ、

 

す
で
に
二
で
指
摘
し
て
お

い
た
と
お
り
、
「
中
期
答
申
」

の
最
大
の
特
徴
と

い
っ
て
よ

い
増
税

(大
衆
増
税
)
志
向
を
増
幅
す
る
昨
今

の
特
徴
的
な
情
勢
な

い
し
背
景

の
第

三
は
、
新
自
由
主
義
的
潮
流

の
台
頭
と
流
行

で
あ
る
。
{
市
場

原
理
」
万
能
主
義

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と

い
っ
て
も
よ

い
。
現
代
資
本
主
義

(社
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会
)
論
は
、
大
ま
か
に
い
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
経
済
学
と
そ
の
国
家
論
を

ベ
ー
ス

と
す
る
も

の

(国
家
独
占
資
本
主
義
論

ほ
か
)
と
近
代
経
済
学
と
そ
の
国
家
論

を

ベ
ー
ス
と
す
る
も

の
に
大
別
で
き
る
が
、
こ
の
う
ち
多

か
れ
少
な
か
れ
現
代

の
総
資
本
と
そ
の
政
府
に
影
響
力
を
も

つ
後
者
は
、
さ
ら
に
ケ
イ
ン
ズ
理
論
的

潮
流
、
新
自
由
主
義
的
潮
流
そ
し
て
種

々
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も

っ
た
両
者

の
中

間
的
潮
流
に
大
別
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

一
九
七
〇
年
代

の
ほ
ぼ
半
ば
以

降
今
日
ま

で
、
依
然
と
し
て
新
自
由
主
義
的
潮
流
が
、
先
進
諸
国
1
と
り
わ
け

日
本
1

で
優
勢

を
保

っ
て

い
る
、
と

い

っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

(そ

の
思
想

的
、
理
論

的
特
徴
に

つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
抄
著

『現
代
租
税

論

の
再
検

討
』
、
増
補
版
、
第

二
章
、
第

四
章
第
三
節
参
照
)
。

こ
う
し
た
支
配
的
思
潮

の
経
過
と
現
状
を

『経
済
白
書
』

(
「中
期
答
申
」
も

ほ
ぼ
同
主
旨
)
も
次
の
よ
う
に
概
括
し
て

い
る
。

¶
二
〇
世
紀
を
振
り
返
る
と
、
我
が
国
を
含
め
多
く

の
先
進

国
で
公
的
部

門

の
果
た
す
役
割

は
大
き
く
変
化
し
て
き
た
。
特

に
、
今
世
紀
初
頭
か
ら
第

二
次

大
戦
後
に
か
け
て
は
、
政
府

の
役
割
を
国
防

・
警
察

・
司
法
な
ど
必
要
最
低
限

の
機
能
に
限
る

『夜
警
警
察
』
か
ら
、
労
働
者

の
保
護
、
教
育
や
社
会
保
障
制

度

の
充
実
と

い
っ
た
方
向

を
目
指

す

『福
祉
国
家
』

へ
と

い
う
流
れ

が
あ

っ

た
。
そ

の
結
果
、
欧
米

に
お

い
て
は
、

一
九
世
紀
末
頃

か
ら
社
会
保
障
制
度

の

整
備
が
始
ま
り
、
第

一
次
大
戦
あ
る

い
は
第

二
次
大
戦
を
境
に
し
て
、
社
会
保

障
費

の
飛
躍
的
増
大

と
、
そ
れ
に
伴
う

公
的
部
門

の
規
模

の
増
大
が
み
ら
れ

た
。我

が
国

に

つ
い
て
も
、
明
治
政
府

の
下
に
お
け
る

『富
国
強
兵
』
策
か
ら
、

第
二
次
世
界
大
戦
後

の
社
会
保
障

の
充
実

へ
と

い

っ
た
公
的
部
門

の
役
割

の
変

化
が
み
ら
れ
た
」
。

「
し
か
し
、

一
九
八
〇
年
代

に
入
る
と
、
新
保
守

(自
由
)
主
義
と
呼
ば
れ

た
イ
ギ
リ

ス
の
サ

ッ
チ
ャ
ー
政
権
、
ア
メ
リ
カ

の
レ
ー
ガ
ン
政
権

の
政
策

に
み

ら
れ
る
よ
う

に
、
多
く
の
先
進
国

で
民
営
化

や
規
制
緩
和
が
積
極
的
に
推
進
さ

れ
た
。
ま
た
、
高
齢
化
の
進
展

に
よ
り
社
会
保
障
費
が
急
速
に
増
大
を
続
け
る

中

で
、
社
会
保
障
と
経
済

・
財
政
と

の
調
和
を
図
る
た
め
、
社
会
保
障

の
あ
り

方

に
つ
い
て
も
各

国
で
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
我
が
国
を
含
む
多
く
の
先
進
国

で
は
、
保
険
料
率
の
上
昇
を
抑
制
し

つ
つ
、
年
金

の
支
給
開
始
年
齢
を
引
き
上

げ
る
と

い
っ
た
措
置
に
よ

っ
て
年
金
制
度
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
医

療

に

つ
い
て
も
支
出
額

の
抑
制
と
効
率
性

の
向
上
を
目
指
し
た
改
革
が
進
め
ら

れ
て
い
る
」
。

「他
方

で
、

一
九
九

〇
年
代
に
入
る
と
、
別

の
意
味

で
公
的
部
門

の
役
割
が

再
度
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の

]
つ
は
、
金
融
セ
ク
タ
ー
な
ど
に
典
型
的

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
規
制

の
自
由
化
が
進
ん
だ
反
面
で
、
健
全
性
確
保
の
た

め

の
新
た
な
規
制
や
監
督

が
政
府

に
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
こ
と

で
あ

る
。

二

つ
め
は
、
経
済

の
国
際
化

、
情
報
化

の
進
展
と

い
っ
た
外
部
環
境
が
変

化
す

る
中
で
、
企
業
活
動

の
基
本
と
な
る
法
制
、
税
制
、
会
計
制
度
な
ど
を
時

代
や
国
際
慣
行
に
あ

っ
た
形
で
規
定
し
直
す
と
と
も
に
、
企
業
活
動
を
行
う
上

で
快
適
な
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
が
政
府
に
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
こ
と

で
あ
る
。
三

つ
め
は
、
情
報
化

の
進
展
と

い
っ
た
大
き
な
経
済
構
造

の
転
換
を

政
府
も
制
度
面
か
ら
バ

ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
か

つ
て
の
よ
う
な
大
き
な
政
府

へ
の
逆
戻
り
が
志
向
さ
れ

て

い
る
わ
け
で
は
な

い
。
以
上

の
よ
う

に
、
二
〇
世
紀
を
振
り
返

っ
て
み
れ



16商 経 論 叢 第38巻 第1号(2002.8)(155)

第5表 主要国における所得税率構造の推移

日 本 ア メ リ カ イ ギ リ ス ド イ ツ フ ラ ン ス

10--75%の19段 階1 ll1～50%の14段 階1 25--83%の11段 階 [22～56%1
↓

5～60%の12段 階 【

} ↓ 1 {

19841105～70%の15段 階1 1986115.28%の2段 階1

ll

l979125～60%の7段 階1

1988i

1990[19～53%i

昏

5～65%の13段 階1

↓ ↓ ↓ ↓

圭987110.5～60%の12段 階1 1990115、28、31%の3段 階i 25、40%の2段 階 1996[259～53%1

し
1999[239～53%1

壷
2000[22.9-51%1

↓
2001[199～48.5%1

19路15～568%の1鍛 階

十 1(OBRA90) ↓ `
.;.10～50%の5段 階1 1993115～39.6%の5段 階1 1992C、25、40%の2段 階1

【

1983

1994112～56.8%の6段 階1

2001

る (OBRA93) ↓(25→24〔96]→23[97]1

1

↓

1

199910～37%の4段 階1 1999[10、23、40%の3段 階[ 1997.5～54%の6段 階1

↓ し

2000110、22、40%の3段 階1 20001g.5～54%の6段 階

1

825～5325%の6段 階

(注)1最 上 段 は,1980年 初 の 税 率 構 造

2ド イ ツ で は税 額 を算 出 方 程 式 で 求 め るた め,税 率 の刻 み は な く,限 界 税 率 は 連 続 的 に累 進 す る。

3ア メ リ カの90,93年 分 は,OBRA(OmnibusBudgetReconciliationAct)・ 包 括 財 政 調 整 法 の 一 環 と して実 施 。

出所:財 務 省 『日本 の 税 制 』,平 成13年 度 版,261頁 。 財 経 詳 報 社 。

ば
、
公
的
部
門

に
は
よ
り
多
く
の
機
能
が
求

め
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
我
が

国
を
含
む
多
く

の
先
進
国
で
は
、
高
齢
化
が
進
む

一
方
で
、
国
に
よ

っ
て
公
債

残
高
や
国
民
負
担
率
が
高
水
準

に
達
す
る
と

い
う
厳
し

い
状
況

の
中
で
、
福
祉

国
家
的
機
能
を
拡
大
す

る
こ
と
に
は
限
界
が
見
ら
れ

て
い
る
」

(二
〇
〇
〇
年

度
版
、
二
〇
六
、
一
=

六
～
二

]
七
、

二
二
〇
頁
)
。

古
典
的
自
由
主
義

の
ア
ナ
ク

ロ
ニ
ス
テ
ィ

ッ
ク
な
復
古
と
資
本

の
論
理

の
ス

ト
レ
ー
ト
な
表
明
を
特
徴
と
す
る
新
自
由
主
義
1

[
市
場
原
理
」
万
能
主
義
1

が
、
税
制
面
に
お

い
て
大
衆
増
税
志
向
を

一
段
と
増
幅
す
る
理
論
的
背
景
を
な

す

こ
と

に

つ
い
て
は
、
さ
し
て
説
明
を
要
し
ま

い
。
そ

の
代
表
的
な

一
事
例
が

先
進
各

国
に
共
通
す
る
所
得
税

の
税
率
構
造

の

「
フ
ラ

ッ
ト
」
化
、
噛簡
素
」

化

で
あ
る
。

(第

五
表
参
照
)

こ
の
意
義

に

つ
い
て
、
「中
期
答
申
」

は
、
次

の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

「税
率
構
造
に

つ
い
て
は
、

一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代

に
か
け
て
、

主
要

国
に
お

い
て
勤
労
意
欲
、
事
業
意
欲

へ
の
影
響

に
配
意
し

て
、
そ

の
フ

ラ

ッ
ト
化
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
わ
が
国
に
お

い
て
も
所
得
水
準

の
上
昇
、
平
準

化
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
限
界
税
率

の
累
進

が
強
す
ぎ
た
り
、
そ
の
水
準
が
高

す
ぎ
た
り
す
る
場
合

に
は
、
勤
労
意
欲

や
事
業
意
欲
を
阻
害
し
か
ね
な

い
こ
と

な
ど
か
ら
、
税
率

の
累
進
緩
和
が
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
」

(五
五
頁
)
。

だ
が
、
「答
申
」
に
よ
る
新
自
由
義
流

の
解
説
と
は
違

っ
て
、
そ

の
実
質
的

意
味
は
、
所
得

・
資
産
格
差
が
拡
大
傾
向
を
た
ど
る
中

で
の
累
進
税
率

の
比
例

税
率
化
、
す
な
わ
ち
課
税
最
低
限
の
事
実
上

の
引
下
げ
と
あ
わ
せ
た
最
高
税
率

の
大
幅
な
引
下
げ
と
、
高
額
所
得
に
お
け
る
累
進
税
率
適
用

の
事
実
上
の
廃
止

(な

い
し
緩
和
)
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
(詳
し

い
批
判
は
前
掲
、
拙
著
、
第

二
章



(154)「中期答申」 を読む(上)17

参
照
)
。

さ
て
最
後
に
、
大
衆
増
税
志
向
を
増
幅
す
る
第
四
の
背
景
と
し
て
前

に
挙
げ

て
お

い
た
、
内
外
に
お
け
る
労
資
間

の
力

関
係

の
激
変
に

つ
い
て
、

一
言
ふ
れ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
資
本
主
義
的
階
級
社
会

に

お
け
る
労
資
間

の
力
関
係

の
問
題
そ
れ
自
体
は
、

い
わ
ば
政
治
力
学

(政
治
過

程
)

に
属
す
る
問
題
で
あ
る
が
、

一
般
に
財
政
が
経
済
的
活
動
を
通
じ
て
行

わ

れ

る
政
治

と

い
う

基

本
的

特
徴

か
ら

し

て

(こ

の
点
、
拙

著

『財

政

学
要

説
』
、
第

]
章
参
照
)
、
そ
の
動
静
は
、
税

・
財
政

の
現
実
的
な
動
向
を
規
定
す

る
重
要
な

一
因
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時

々
の
税

・
財
政

の
有
り
様
と
労

資
問

の
力
関
係
、
こ
の
両
者

の
相
関

(規
定
、
被
規
定
)
関
係
を
、
も

っ
と
も

象
徴
的
に
示
す
事
例

の

一
つ
が
、

こ
れ
ま
た
所
得
税

の
税
率
改
正

の
推
移
で
あ

る
。
第
6
表

に
み
ら

れ
る
と

お
り
、
戦
後
、
シ

ャ
ウ
プ
勧
告

に
よ

る
八
段
階

(五
～
五
〇
%
)

の
累
進
税
率
構
造
で
も

っ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
が
国

の
所
得

税
は
、

一
九
八
三
年

(昭
和
五
八
年
)

に
至

る
ま
で
は
累
進
性
を
強
化

(
一
九

段
階
。

一
〇
～
七
五
%
)
す

る
方
向

に
推

移
し
た
。

(な

お
、
こ

の
八
三
年
分

は
、
引
用
第
六
表
に
は
欠
落
し

て
い
る
。
こ
の
点

は
拙
著

『現
代
租
税
論

の
再

検
討
』
、
五

一
頁
、
表

2
1

2
参
照
)
。
だ
が
、

こ
の
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、
そ

れ
以
降
、
所
得

・
資
産
格
差
が
拡
大
す
る
な
か

で
、
累
進
性
は
緩
和

の

一
途
を

た
ど
り
、
現
行

(九
九
年
以
降
)
で
は
四
段
階

(
一
〇
～
三
七
%
)
と
な

っ
て

い
る
。

こ
の
点
、
先
進
諸
外
国
に

つ
い
て
も
基
本
的
に
ほ
ぼ
同
様

の
推
移
を
た

ど

っ
て
い
る
こ
と
は
、
第
5
表
が
示
す
と
お
り

で
あ
る
。

周
知

の
と
お
り
、
帝
国
主
義
問
戦
争
と

し

て
始
ま

っ
た
第

二
次
世
界
大

戦

は
、
そ

の
後
半
に
は
半

フ
ァ
シ
ズ

ム
戦
争

の
性
格
を
顕
著

に
お
よ
び
る
に

い
た

平成11年

陣
課 税

所得階級

平成7年

苔
課 税
所得階級

第6表 日本における所得税の主な税率改正の推移

昭和44年 昭和59年 昭和62年 平成元年

率 課 税

所得階級
税率 課 税

所得階級
税率 課 税

所得階級
税率 課 税

所得階級

昭和28年H召禾025勾 三

[=8=][■ 〔][=ー コ[=15コ[=〔[=5][=[=-
(シ ャ ウプ勧 告)(富 裕税 廃止)(長 期 税制 答 申)(最 高 税率 の引 下 げ)(抜 本改 革)(税 制改 革)(最 高税率の引下げ)

出所:前 出,79頁 。
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り
、
最
終
的

に
フ
ァ
シ
ズ
ム
諸
国
の
敗
北
と
世
界
反

フ
ァ
シ
ズ
ム
勢
力

の
勝
利

と

し
て
終

っ
た
。

こ
の
結
果
、
ご
く
大
ま

か
に

い

っ
て
戦
後
七
〇
年
代

ま

で

は
、
労
資
間
の
力
関
係
は
、
内
外
を
を
含
め
て
前
者

の
側
に
相
対
的

に
有
利

に

展
開
し
た
と

い

っ
て
よ

い
。
だ
が
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、

内
外

の

「
革
新
」
勢
力

は
著
し
く
後
退
を
重
ね

(
ソ
連

・
東
欧

の
崩
壊

.
反
革

命

、
社
会

党

・
総
評

ブ

ロ

ッ
ク

の
解

体
、
西

欧

の
社

・
共

勢

力

の
衰

退

な

ど
)
、
こ
れ
に
よ

っ
て
内
外
と
も

に
労
資

間
の
力
関
係
は
大

き
く
変
化
、
転
換

し
た
。

こ
う
し
た
政
治
的
力
関
係

の
変
化
が
、
先
述

の
新
自
由
主
義
的
潮
流

の

台
頭
と
も
相
侯

っ
て
、
日
本
を
含
む
先
進
諸
国

の
税

・
財
政
面
に
お

い
て
も
、

資
本

の
論
理
が

一
段
と
優
勢
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
し
た
が

っ
て
ま
た

大
衆
増
税
志
向

(所
得
税
率
構
造

の
フ
ラ
ッ
ト
化
も
そ

の
代
表
的
な

一
つ
)
を

い

っ
そ
う
強
め
る
要
因
な

い
し
背
景
と
な

っ
た
。
な
お
、

こ
の
こ
と
は
長
期
的

ト
レ
ン
ド
と
し

て
だ
け
で
な
く
、
短
期
的

に
そ
の
年

々
の
税

・
財
政
の
動
向

や

有
り
様

に

つ
い
て
も
当

て
は
ま
る
こ
と
は
言
う

ま

で
も
な

い

(二
〇
〇

一
.

九
)

(153)


